
議案第 30 号 

 

 

令 和 ５ 年 度 屋 久 島 町 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算 

 

 

令和５年度屋久島町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1,893,538 千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第 220 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお

りと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の

間の流用 

 (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

 

 

令 和 ５ 年 ３ 月 ７ 日 提 出 

屋 久 島 町 長   荒 木  耕 治 

  











































（単位：千円）

令和２年度 令和５年度

2,250 ～ 1,307 ～ 872 872

令和４年度 令和６年度

令和２年度 令和５年度

675 ～ 396 ～ 264 264

令和４年度 令和６年度

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
及び支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書　

事 項 限 度 額

前 年 度 末 ま で の 当 該 年 度 以 降 の 左　　の　　財　　源　　内　　訳
支 出 （ 見 込 ） 額 支 出 予 定 額 特　　　定　　　財　　　源

国民健康保険情報データベースシステム保守業務委
託に係る経費

高額療養費システム保守業務委託に係る経費

一 般
財 源期 間 金 額 期 間 金 額

国 ・ 県
支 出 金

地 方 債 そ の 他


